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第３回 酒田市教育委員会定例会 会議録 

１ 日  時  令和８年４月２４日（金）   午後１時３０分 開会 

午後１時４０分 閉会 

 

２ 場  所  酒田市役所７階 ７０３会議室 

 

３ 出 席 者 

出席   欠席 教 育 長 赤 坂  宜 紀 

出席   欠席 委 員 神 田  直 弥 

出席   欠席 委 員 阿 部  浩 

出席   欠席 委 員 鶴 田  淑 子 

出席   欠席 委 員 工 藤 亜紀子 

 

４ 説 明 者 

出席   欠席 教 育 次 長 斎 藤  正 人 

出席   欠席 教 育 総 務 課 長 庄 司  英 一 

出席   欠席 
学区改編・義務教育学校

整備主幹 
小 林  正 巳 

出席   欠席 学 校 教 育 課 長 菅 原  智 法 

出席   欠席 指 導 主 幹 佐 藤  好 博 

出席   欠席 社 会 教 育 課 長 深 松  奈 緒 子 

出席   欠席 スポーツ振興課長 樋 渡  隆 

 

５ 議事日程 

 日程第１ 会期決定 

 日程第２ 会議録署名委員の指名 

 日程第３ 前回会議録の承認 

 日程第４ 議事 

 日程第５ その他 
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（赤坂教育長）ただいまより、令和８年第３回酒田市教育委員会定例会を開会いたします。

本日は、阿部委員が欠席でありますが、定足数に達しておりますので直ちに会議を開き

ます。 

 

◎ 会期 

 

（赤坂教育長）日程第１ 会期の決定を議題といたします。会期は本日１日限りとしたい

と思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（赤坂教育長）ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 

◎ 会議録署名委員の指名 

 

（赤坂教育長）次に、日程第２ 会議録署名委員の指名を議題といたします。本日の署名

委員に神田委員と工藤委員を指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（赤坂教育長）ご異議なしと認めます。よって、会議録署名委員は神田委員と工藤委員に

決定いたしました。 

 

（赤坂教育長）次に日程第３ 前回会議録の承認を議題といたします。３月１８日臨時

会、および３月１９日定例会の会議録の写しを事前にお示ししておりますので、そちら

でご了承くださるようお願いいたします。 

 

◎議事 議第１５号  酒田市立小学校および中学校の教育職員に関する業務量管理・ 

健康確保措置実施計画の策定について 

 

 

（赤坂教育長）次に日程第４ 議事に入ります。議第１５号 酒田市立小学校および中学

校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について を議題とい

たします。これについて提案願います。 

 

（学校教育課指導主幹）私の方から議題１５号 酒田市立小学校および中学校の教育職

◎ 開議 
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員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について ご説明いたします。 

 本計画は、教育職員の働きやすさと働き甲斐を両立し、教育目標の実現に向けてよりよ

い教育を行うことを目的とし、教育職員が専門性を最大限に発揮して、活き活きと児

童・生徒と教育に邁進できるような勤務状況の改善のために策定するものです。３月の

勉強会では、教育委員の皆様方からいろいろなご意見を賜りました。誠にありがとうご

ざいました。その後、校長先生方からもご意見をいただいております。教育委員の皆様

方と、校長先生方からいただいたご意見に加え、昨年度末に出された山形県の計画を踏

まえ見直しを図りました。大きな変更点のみ説明させていただきます。 

 １つ目は、計画期間を県の計画に合わせ４年間にいたしました。今後見直しを図る際

に、計画期間を同じにした方が検証しやすいという理由からです。 

 ２つ目は資料の４ページ目をご覧ください。ここにあります目標も県の目標と大きな

差が出ないように見直しを図っております。働きやすさに関する目標と、働き甲斐に関

する目標に分け、働きやすさに関する目標では県の目標より劣らないよう段階的な目

標を設定しております。５ページ目には働き甲斐等に関する目標が設定されておりま

すが、ストレスチェックにある働き甲斐があるという課題を盛り込み、前年度と比較し

て向上させるという目標を設定しております。 

 最後になりますが、３つ目です。１０ページ目をご覧ください。（６）として、保護者

の理解を一層深めていくこと、また学校評議会等の仕組みを活用し、働き方改革の現状

と課題を共有する体制を構築していくことを盛り込んでおります。なお、この規則は遡

って令和８年４月１日から施行いたします。以上、ご審議くださるよう、よろしくお願

いいたします。 

 

（赤坂教育長）ただいまの提案に対し、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

（神田委員）大変重要な取り組みであると認識をしております。最後のページに、教育活

動を充実させるために学校・保護者・地域の皆さんと一緒に考えていくということで、

学校だけでなく保護者も含めていろいろとできることがあれば協力をしていかなけれ

ばならないなということで考えたところでございますけれども、この目的というのが

元々は先生方が教育目標の実現に向けてよりよい教育を行うことを目的として、専門

性を最大限に発揮できるようにするということにあると思います。そういった目的を

達成するためのあくまでも手段としての取組みですので、これを推進していくことに

よって残業が減りましたとか、そういった数値的な目標値をクリアしていくことも重

要だと思います。どんなよい教育をできるようになったのかということについて、日ご

ろから保護者の方等々に対してお伝えすることができると、取組みの意義が明確にな

りますし、もっとできることは協力していこうという体制も築けると思いますので、コ

ミュニケーションの部分をぜひ大切にしていただきたいなと思いました。 

 

（赤坂教育長）他にございませんでしょうか。 
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（赤坂教育長）ないようですので、お諮りいたします。 

 議第１５号 酒田市立小学校および中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保

措置実施計画の策定について を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（赤坂教育長）ご異議なしと認めます。よって議第１５号は提案のとおり決しました。 

 

 

 

（赤坂教育長）それでは、次に日程第５ その他に入ります。報告事項１について担当か

ら説明願います。 

 

（教育次長）私からは報告事項１「令和７年酒田市議会１２月定例会における質問要旨」

について報告いたします。市議会１２月定例会におきましては、各会派党を代表して代

表質疑は１つの会派党から議案に対し２項目の質問がありましたが、教育委員会関連の

質問はございませんでした。一般質問といたしましては、１２月１８日、１９日、２２

日の３日間に１８人の議員から項目数で延べ９９項目の質問がありました。教育委員会

関連においては、５人の議員から１２項目の質問がありました。具体的には、「義務教

育学校について」、「児童生徒の通学路をより安全にしていく取組みを」、「酒田市立図書

館について」、「インクルーシブ教育の現状と課題」、「岸洋子と吉野弘を活用した詩と歌

のまち酒田戦略」といった内容でございます。質問及び答弁内容の詳細については、酒

田市のＨＰの酒田市議会、同じく添付の資料をご参照くださいますようお願いいたしま

す。 

 私からの報告は以上です。 

 

（赤坂教育長）ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

（赤坂教育長）ないようですので報告事項は以上となります。 

本日の案件は以上となりますが、事務局から何かございますか。 

 

（赤坂教育長）委員の皆さまから何かございますか。 

 

（赤坂教育長）ないようですので、以上を持ちまして本日の日程は全て終了しましたので、

閉会いたします。 

◎ その他の報告 


